
51

議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略



53

議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
1 2
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
1 2
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
1 2
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略
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議
案
第
４
０
号

　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
、
鳥
取
県
地
域

移
行
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、
鳥
取
県
地
域
依
存
症
対
策
推
進
委
員
会
及
び
鳥
取
県
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
交
付
判
定
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
精
神
保
健

福
祉
医
療
協
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を
守
る
県
民
運
動
、
鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
選
考
委
員
会
、
鳥
取
県

80
20
運
動
推
進
協
議
会
及
び
鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
、
新
条
例
別
表
第
１
に
掲
げ
る
鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文
化
創

造
推
進
県
民
会
議
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
力
創
造
運
動
推
進

委
員
会

鳥
取
力
創
造
運
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
地
震
防
災
調
査

研
究
委
員
会

地
震
に
よ
る
被
害
の
想
定
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
津
波
対
策
検
討

委
員
会

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
津
波
浸
水
想
定
の
設
定
そ
の
他
の
津

波
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
中
山
間
地
域
等

活
性
化
・
移
住
定
住
促

進
協
議
会

中
山
間
地
域
等
の
振
興
及
び
移
住
定
住
の
促

進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

20
20
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

関
連
事
業
検
討
委
員
会

20
20
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
の
育
成
、
合
宿
の
誘

致
そ
の
他
の
関
連
事
業
に
関
す
る
事
項

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り

国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ
ス

ト
審
査
委
員
会

ま
ん
が
王
国
と
っ
と
り
国
際
マ
ン
ガ
コ
ン
テ

ス
ト
の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会

(１
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）

第
12
条
に
規
定
す
る
事
項

(２
)　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
17
年
法
律
第
12
3号
）
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支

給
の
認
定
に
関
す
る
事
項

(３
)　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
　

(４
)　
精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地

域
定
着
に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

(５
)　
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患

者
に
対
す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の

状
況
及
び
各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

(６
)　
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
97
条
第
１
項

の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展

優
秀
作
品
選
考
委
員
会

鳥
取
県
シ
ニ
ア
作
品
展
知
事
表
彰
の
被
表
彰

作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

子
育
て
王
国
と
っ
と
り

会
議

(１
)　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成

26
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
第
12
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(２
)　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24

年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ

ン
テ
ス
ト
審
査
委
員
会

鳥
取
県
子
育
て
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト
知
事
表
彰

の
被
表
彰
作
品
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全

コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表

彰
の
被
表
彰
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

鳥
取
県
消
費
者
教
育
推

進
地
域
協
議
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第
61
号
）
第
20
条
第
２
項
に
規
定

す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活

用
検
討
会

県
が
保
有
す
る
そ
の
利
用
に
制
限
の
な
い
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
及
び
大
量
に
収
集
さ
れ
、
蓄

積
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
活
用
に
関
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
職
務
育
成
品
種

審
査
会

鳥
取
県
知
的
財
産
の
創
造
等
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
18
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
第

25
条
に
規
定
す
る
職
務
育
成
品
種
の
品
種
登

録
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
森
林
病
害
虫
等

（
松
く
い
虫
）
防
除
連

絡
協
議
会

松
く
い
虫
防
除
の
実
施
基
準
の
策
定
そ
の
他

の
松
く
い
虫
防
除
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
事
項

鳥
取
県
緑
化
関
連
表
彰

等
審
査
会

鳥
取
県
美
し
い
も
り
づ
く
り
功
労
者
知
事
表

彰
そ
の
他
の
緑
化
関
連
表
彰
の
被
表
彰
者
等

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
カ
ワ
ウ
繁
殖
抑

制
対
策
検
討
会

カ
ワ
ウ
の
繁
殖
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
候

補
者
審
査
委
員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
ス

ポ
ー
ツ
局
指
定
管
理
施

設
運
営
評
価
委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
エ
キ
ス
パ
ー
ト

教
員
認
定
制
度
に
係
る

選
考
委
員
会

他
の
教
員
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た

教
育
を
実
践
し
て
い
る
教
員
と
し
て
認
定
す

べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
特
別
免
許
状
教

育
職
員
検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7

号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職

員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
教

育
推
進
協
議
会

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
推
進
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
英
語
教
育
推
進

会
議

小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
グ
ロ
ー
バ
ル
・

リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
運

営
指
導
委
員
会

世
界
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組

む
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
開
発
・

実
践
等
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
学
校
の
防
災
教

育
推
進
委
員
会

学
校
の
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
武
道
指
導
推
進

委
員
会

中
学
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
派
遣
す
る

外
部
指
導
者
の
活
用
方
法
に
関
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
情
報
公
開
審
議

会

鳥
取
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県

条
例
第
２
号
）
第
22
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
会
議

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3

号
）
第
14
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機

管
理
に
関
す
る
基
本
条

例
見
直
し
検
討
委
員
会

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
基
本

条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の

改
正
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
新
鳥
取
県
史
編

さ
ん
委
員
会

新
鳥
取
県
史
編
さ
ん
事
業
の
基
本
方
針
及
び

新
鳥
取
県
史
の
刊
行
計
画
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画

推
進
企
業
認
定
委
員
会

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
の
認
定
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
八
頭
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
中
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
西
部
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

鳥
取
県
日
野
地
区
中
山

間
地
域
振
興
協
議
会

　
略

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま

つ
り
出
演
団
体
選
定
委

員
会

と
っ
と
り
伝
統
芸
能
ま
つ
り
の
出
演
団
体
の

選
定
並
び
に
開
催
日
及
び
開
催
場
所
の
決
定

に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
施
設
等
の
整

備
基
準
及
び
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の

た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
精
神
医
療
審
査

会

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号
）
第
12
条
に

規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法

律
第
12
3号
）
第
97
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に

関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
体
験
作
文
等
審

査
委
員
会

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
及
び
障
害
者
週

間
の
ポ
ス
タ
ー
の
知
事
表
彰
の
被
表
彰
作
品

の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
移
行
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

精
神
障
が
い
者
の
地
域
移
行
及
び
地
域
定
着

に
向
け
た
支
援
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
依
存
症
対

策
推
進
委
員
会

薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
依
存
症
の
患
者
に
対

す
る
支
援
に
有
用
な
地
域
資
源
の
状
況
及
び

各
種
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略
 

鳥
取
県
「
支
え
愛
」
ま

ち
づ
く
り
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム

高
齢
者
等
援
護
が
必
要
な
者
の
見
守
り
体
制

の
構
築
、
在
宅
生
活
支
援
そ
の
他
の
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
感
染
症
対
策
協

議
会

感
染
症
に
よ
る
危
機
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
の
指
針
の
策
定
、
感
染
症
情
報
の
収
集
及

び
分
析
並
び
に
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
等
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
口
食
育
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
検
討
会

県
民
の
口
腔く
う

機
能
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及

及
び
食
育
支
援
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
健
康
づ
く
り
文

化
創
造
推
進
県
民
会
議

健
康
づ
く
り
文
化
の
創
造
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
事
項

鳥
取
県
心
と
い
の
ち
を

守
る
県
民
運
動

自
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動

知
事
表
彰
選
考
委
員
会

鳥
取
県
食
育
推
進
活
動
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
地
域
が
ん
登
録

あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ

が
ん
統
計
の
整
備
の
た
め
に
行
う
が
ん
患
者

の
診
療
情
報
の
収
集
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
特
定
疾
患
対
策

協
議
会

県
が
実
施
す
る
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
及

び
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究

事
業
に
係
る
対
象
患
者
の
認
定
診
査
等
に
関

す
る
事
項

鳥
取
県
80
20
運
動
推
進

協
議
会

生
涯
を
通
じ
た
県
民
の
歯
科
保
健
対
策
と
し

て
の
80
20
運
動
の
具
体
的
な
施
策
等
に
関
す

る
事
項

鳥
取
県
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
審
査
会

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
知
事
表
彰
の
被
表
彰

者
の
選
考
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
准
看
護
師
試
験

委
員

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
20
3号
）
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項

鳥
取
県
看
護
師
養
成
の

抜
本
的
拡
充
に
向
け
て

の
検
討
会

看
護
師
養
成
の
現
状
と
課
題
、
今
後
必
要
な

看
護
師
数
及
び
看
護
師
像
並
び
に
看
護
師
養

成
の
拡
充
策
等
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
薬
物
乱
用
対
策

推
進
本
部

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
対
策
に
関
す
る

事
項

鳥
取
県
自
立
支
援
医
療

費
（
精
神
通
院
医
療
）

支
給
認
定
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
交
付

判
定
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
精
神

通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
支
給
の

要
否
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
交
付
の
可
否
及
び
等
級
の
判
定

に
関
す
る
事
項

　
略

　
略

地
域
保
健
医
療
計
画
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
西
部
保
健
医
療

圏
地
域
保
健
医
療
協
議

会 鳥
取
県
中
部
保
健
医
療

圏
の
産
科
・
小
児
科
医

療
体
制
検
討
会

中
部
地
区
の
産
科
及
び
小
児
科
の
医
療
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
外
来
種
検
討
委

員
会

外
来
種
の
防
除
、
駆
除
等
の
外
来
種
対
策
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
動
物
愛
護
推
進

協
議
会

人
と
動
物
が
安
全
か
つ
快
適
に
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事

項

　
略

鳥
取
県
医
工
連
携
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
委

員
会

県
内
に
お
け
る
医
療
機
器
開
発
の
事
業
化
の

促
進
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
み
ん
な
で
取
り

組
む
農
業
農
村
保
全
活

動
推
進
委
員
会

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
地
の
保
全
の
た

め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
森
林
環
境
保
全

税
関
連
事
業
評
価
委
員

会

鳥
取
県
税
条
例
（
平
成
13
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
第
53
条
の
21
に
規
定
す
る
森
林
環
境

保
全
税
の
使
途
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付

け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法

律
第
２
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就

農
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
東
部
農
林
事
務

所
八
頭
事
務
所
就
農
計

画
認
定
審
査
委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
就
農
計
画
認
定
審
査

委
員
会

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務

所
日
野
振
興
セ
ン
タ
ー

就
農
計
画
認
定
審
査
委

員
会

　
略

鳥
取
県
新
技
術
等
実
現

化
調
査
検
討
委
員
会

社
会
資
本
整
備
に
お
け
る
課
題
解
決
に
必
要

な
新
技
術
及
び
新
工
法
の
有
効
性
及
び
実
現

性
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
岩
美
海
岸
（
陸

上
地
区
）
侵
食
対
策
検

討
委
員
会

岩
美
海
岸
陸
上
地
区
海
岸
の
侵
食
の
原
因
の

究
明
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
大
路
川
流
域
治

水
対
策
協
議
会

大
路
川
の
流
域
に
お
け
る
治
水
対
策
に
関
す

る
事
項

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
候
補
者
審
査
委

員
会

　
略

　
略

　
略

鳥
取
県
文
化
観
光
局
指

定
管
理
施
設
運
営
評
価

委
員
会

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

鳥
取
県
教
育
審
議
会

鳥
取
県
教
育
審
議
会
条
例
（
平
成
18
年
鳥
取

県
条
例
第
12
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
項

鳥
取
県
学
力
向
上
戦
略

本
部

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
学
力
向
上
に
向

け
た
施
策
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
教
科
用
図
書
選

定
審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
39
年
政
令

第
14
号
）
第
９
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
支
援
学
校

に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア

運
営
協
議
会

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
医
療
的
な
介
助
行

為
の
実
施
に
関
す
る
事
項

鳥
取
県
教
職
員
研
修
等

実
施
協
議
会

鳥
取
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
事
業
に

関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議

会

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
条
例
（
平
成
24
年

鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
子
ど
も
の
体
力

向
上
支
援
委
員
会

鳥
取
県
の
児
童
及
び
生
徒
の
体
力
に
関
す
る

調
査
結
果
の
考
察
並
び
に
当
該
調
査
結
果
の

学
校
に
お
け
る
活
用
方
法
及
び
県
の
体
力
向

上
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

 （
４
）
　
法
第
12
条
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
鳥
取
県
精
神
保
健
福
祉

医
療
協
議
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
１
）
～
（
３
）
   
略

（
４
）
　
鳥
取
県
精
神
医
療
審
査
会
の
事
務

（
５
）
～
（
９
）
   
略


